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法務省行政文書管理規則改正案 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

 

法務省行政文書管理規則 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 管理体制（第３条－第１０条） 

第３章 作成（第１１条－第１３条） 

第４章 整理（第１４条－第１６条） 

第５章 保存（第１７条－第１９条） 

第６章 行政文書ファイル管理簿（第２０条・第２１条） 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長（第２２条－第２４条） 

第８章 監査・点検及び管理状況の報告等（第２５条－第２９条） 

第９章 研修（第３０条・第３１条） 

第１０章  公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理（第３２

条・第３３条） 

第１１章 補則（第３４条－第３６条） 

附 則 

   第１章 総則 

（定義） 

第２条（略） 

 

法務省行政文書管理規則 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 管理体制（第３条－第１０条） 

第３章 作成（第１１条－第１３条） 

第４章 整理（第１４条－第１６条） 

第５章 保存（第１７条－第１９条） 

第６章 行政文書ファイル管理簿（第２０条・第２１条） 

第７章 移管，廃棄又は保存期間の延長（第２２条－第２４条） 

第８章 監査・点検及び管理状況の報告等（第２５条－第２９条） 

第９章 研修（第３０条・第３１条） 

（新設） 

 

第１１ 補則（第３２条－第３４条） 

附 則 

   第１章 総則 

（定義） 

第２条（略） 
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 (1) 「部局」とは，局，部並びに大臣官房秘書課，大臣官房人事課，大臣官房会計課，大

臣官房施設課及び大臣官房厚生管理官をいう。 

 (2)～(6) （略） 

 

第１０章 公表しないこととされている情報が記録された行政文書の管理 

 （特定秘密である情報を記録する行政文書の管理） 

第３２条 職員は，特定秘密（特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。

以下「特定秘密保護法」という。）第３条第１項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。）

である情報を記録する行政文書については，この訓令に定めるもののほか，特定秘密保護

法，特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号），特定秘密の指定

及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準（平成２６年１

０月１４日閣議決定。以下「運用基準」という。）及び同令第１２条第１項の規定に基づ

き定められた法務省特定秘密保護規程（平成２６年法務省秘総訓第５号大臣訓令）に基づ

き管理するものとする。 

（特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち秘密保

全を要する行政文書の管理） 

第３３条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のうち

秘密保全を要する行政文書（特定秘密である情報を記録する行政文書を除く。以下「秘密

文書」という。）は，次の各号に掲げる基準による極秘文書及び秘文書の２種類に区分し，

指定するものとする。 

（1）極秘文書 秘密保全の必要が高く，その漏えいが国の安全，利益に損害を与えるお

それのある情報を含む行政文書 

（2）秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって，関係者以外には知らせてはならない

 (1) 「部局」とは，局，部並びに大臣官房秘書課，大臣官房人事課，大臣官房会計課，大

臣官房施設課，大臣官房厚生管理官及び大臣官房訟務部門をいう。 

 (2)～(6) （略） 

 

（新設） 
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情報を含む極秘文書以外の行政文書 

２ 秘密文書の指定は，前項に定める秘密文書の区分に応じ，次の各号に掲げる者（以下

「指定者」という。）が，期間（極秘文書については５年を超えない範囲内の期間とする。

第３項において同じ。）を定めてそれぞれ行うものとし，その指定は必要最小限にとどめ

るものとする。 

 （1）極秘文書については，部局においては官房長又は局長，各庁においては各庁の長 

 （2）秘文書については，部局においては大臣官房の課長（部に置かれるものを除く。）

若しくは大臣官房厚生管理官又は局若しくは部の課長若しくはこれに準ずる者，各庁

においては各庁の長が指名する者 

３ 指定者は，秘密文書の指定期間（この規定により延長した指定期間を含む。以下同じ。）

が満了する時において，満了後も引き続き秘密文書として管理を要すると認めるときは，

期間を定めてその指定期間を延長するものとする。また，指定期間は，通じて当該行政

文書の保存期間を超えることができないものとする。 

４ 秘密文書は，その指定期間が満了したときは，当該指定は，解除されたものとし，ま

た，その期間中，指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認めるときは，指定

者は，速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。 

５ 指定者は，秘密文書の管理について責任を負う者を秘密文書管理責任者として指名す

るものとする。 

６ 秘密文書は，秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。 

７ 秘密文書には，秘密文書と確認できる表示を付すものとする。 

８ 総括文書管理者は，秘密文書の管理状況について，毎年度，法務大臣に報告するもの

とする。 

９ 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には，あらかじめ当該秘密文書の管理につい
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て提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。  

10 総括文書管理者は，この訓令の定めを踏まえ，秘密文書の管理に関し必要な事項の細

則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。 

 

第１１章 補則 

 

第３４条～第３６条 （略） 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

 

事 項 

 

 

業務の区分

 

 

当該業務に係る行政文書の類

型（施行令別表の該当項） 

 

 

保存期間

 

 

具体例 

 

（略） 

その他の事項 

（略） 

17 

 

 

 

 

 

 

独立行政

法人等に関

する事項 

 

 

 

 

(1)独立行

政法人通

則法（平成

11年法律 

第103号） 

その他の 

法律の規 

①立案の検討に関する調

査研究文書（二十四の項イ

） 

10年 

 

・外国・自治体・民間

企業の状況調査 

・関係団体・関係者のヒ 

アリング 

②制定又は変更のための決裁

文書（二十四の項ロ） 

 

・中期目標案 

 

 

 

 

 

  第１０章 補則 

 

第３２条～第３４条 （略） 

 

別表第１ 行政文書の保存期間基準 

 

事 項 

 

 

業務の区分

 

 

当該業務に係る行政文書の類

型（施行令別表の該当項） 

 

 

保存期間

 

 

具体例 

 

（略） 

その他の事項 

（略） 

17

 

 

 

 

 

 

 

独立行政

法人等に関

する事項 

 

 

 

 

 

(1)独立行

政法人通

則法（平成

11年法律 

第103号） 

その他の 

法律の規 

定による 

①立案の検討に関する調

査研究文書（二十四の項イ

） 

 

 

10年 

 

 

 

 

 

 

 

・外国・自治体・民間

企業の状況調査 

・関係団体・関係者のヒ 

アリング 

②評価委員会に検討のための

資料として提出された文書，

評価委員会における議事が

・開催経緯 

・諮問 

・議事の記録 



  5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定による 

中期目標 

（独立行

政法人通

則法第２

条第３項

に規定す

る国立研

究開発法

人にあっ

ては中長

期目標，

同条第４

項に規定

する行政

執行法人

にあって

は年度目

標。以下

この項に

おいて同

じ。）の

制定又 は

③中期計画（独立行政法人

通則法第２条第３項に

規定する国立研究開発

法人にあっては中長期

計画，同条第４項に規定

する行政執行法人にあ

っては事業計画），事業

報告書その他の中期目標の

達成に関し法律の規定に基

づき独立行政法人等により

提出され，又は公表された文

書（二十四の項ハ） 

・中期計画 

・年度計画 

・事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 

の制定又 

は変更に 

関する立 

案の検討 

その他の 

重要な経 

緯  

 

記録された文書及び評価委

員会の決定又は了解に至る

過程が記録された文書（二十

四の項ロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配布資料 

・意見 

 

③制定又は変更のための決裁

文書（二十四の項ハ） 

・中期目標案 

 

④中期計画，事業報告書その他

 の中期目標の達成に関し法

 律の規定に基づき独立行政

 法人等により提出され，又は

 公表された文書（二十四の項

 ニ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中期計画 

・年度計画 

・事業報告書 
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変更に 関

する立案

の検討そ

の他の重

要な経緯 

 

(2)独立行政

  法人通則

  法その他

  の法律の

  規定によ

  る報告及

  び検査そ

  の他の指

  導監督に

  関する重

  要な経緯

①指導監督をするための決裁

文書その他指導監督に至る

過程が記録された文書（二十

五の項イ） 

５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告 

・検査 

 

 

②違法行為等の是正のため必

要な措置その他の指導監督

の結果の内容が記録された

文書（二十五の項ロ） 

 

 

 

・是正措置の要求 

・是正措置 

 

 

 

 

 

（略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

 

１ 基本的考え方 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

(2)独立行政

  法人通則

  法その他

  の法律の

  規定によ

  る報告及

  び検査そ

  の他の指

  導監督に

  関する重

  要な経緯

①指導監督をするための決裁

文書その他指導監督に至る

過程が記録された文書（二十

五の項イ） 

５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告 

・検査 

 

 

②違法行為等の是正のため必

要な措置その他の指導監督

の結果の内容が記録された

文書（二十五の項ロ） 

 

 

 

・是正措置の要求 

・是正措置 

 

 

 

 

 

（略） 

 

別表第２ 保存期間満了時の措置の設定基準 

 

１ 基本的考え方 

 （略） 
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２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(5)に沿って行う。 

 

 (1) 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置につ

いては，次の表（用語の意義は，別表第１の用語の意義による。）の右欄のとおりとす

る。 

 

事 項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（略） 

その他の事項 

（略） 

17  独立行政法

人等に関す

る事項 

⑴独立行政法人通則法その他の法律

の規定による中期目標（独立行政法

人通則法第２条第３項に規定する

国立研究開発法人にあっては中長

期目標，同条第４項に規定する行政

執行法人にあっては年度目標）の制

定又は変更に関する立案の検討そ

の他の重要な経緯 

 

移管 

 

２ 具体的な移管・廃棄の判断指針 

 １の基本的考え方に基づいて，個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置（移

管・廃棄）の判断については，以下の(1)～(4)に沿って行う。 

 

 (1) 別表第１に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置につ

いては，次の表（用語の意義は，別表第１の用語の意義による。）の右欄のとおりとす

る。 

 

事 項 業務の区分 保存期間満了時の措置 

（略） 

その他の事項 

（略） 

17 独立行政法

人等に関す

る事項 

⑴独立行政法人通則法その他の法律

の規定による中期目標の制定又は

変更に関する立案の検討その他の

重要な経緯 

 

 

 

 

 

移管 
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⑵独立行政法人通則法その他の法律

の規定による報告及び検査その他

の指導監督に関する重要な経緯 

（略） 

注（略） 

  

 (2) 以下の左欄の業務に係る歴史公文書等の具体例は，右欄のとおりであることから，

これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。 

 

注 移管については，当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとする。 

 

(3) 昭和 27 年度までに作成・取得された文書については，日本国との平和条約（昭和

27 年条約第５号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約」）公布までに作成・取得さ

れた文書であり，１の【Ⅰ】【Ⅲ】【Ⅳ】に該当する可能性が極めて高いことから，原

則として移管するものとする。 

 

(4) 上記に記載のある業務に係る文書のうち特定秘密である情報を記録する行政文書

については，別表第２に定めるもののほか，特定秘密保護法，特定秘密の保護に関す

る法律施行令及び運用基準を踏まえ，移管・廃棄の判断を行うものとする。 

 

業 務 歴史公文書等の具体例 

（略） （略） 

⑵独立行政法人通則法その他の法律

の規定による報告及び検査その他

の指導監督に関する重要な経緯 

（略） 

注（略） 

 

 (2) 以下の左欄の業務に係る歴史公文書等の具体例は，右欄のとおりであることから，

これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。 

 

注 移管については，当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものとする。 

 

(3) 昭和 27 年度までに作成・取得された文書については，日本国との平和条約（昭和

27 年条約第５号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約」）公布までに作成・取得さ

れた文書であり，１の【Ⅰ】【Ⅲ】【Ⅳ】に該当する可能性が極めて高いことから，原

則として移管するものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

業 務 歴史公文書等の具体例 

（略） （略） 
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(5) 上記に記載のない業務に関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機関にお

いて個別に判断するものとする。 

(4) 上記に記載のない業務に関しては，１の基本的考え方に照らして，各行政機関にお

いて個別に判断するものとする。 
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